
 京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第２０号 

京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程 

（京都市上下水道局職員給与規程の一部改正） 

第１条 京都市上下水道局職員給与規程の一部を次のように改正する。 

第１９条の４第３項各号列記以外の部分中「職員」の右に「（第５項に掲げる職員を除

く。）」を加え、同項第３号中「７，１００円」を「７，３００円」に、「１２，１００円」

を「１２，３００円」に改め、同項第４号中「１０，０００円」を「１０，４００円」

に、「１５，０００円」を「１５，４００円」に改め、同項第５号中「１２，９００円」

を「１３，５００円」に、「１７，９００円」を「１８，５００円」に改め、同項第６号

中「１５，８００円」を「１６，６００円」に、「２０，８００円」を「２１，６００円」

に改め、同項第７号中「１８，７００円」を「１９，７００円」に、「２３，７００円」

を「２４，７００円」に改め、同項第８号中「２１，６００円」を「２２，８００円」

に、「２６，６００円」を「２７，８００円」に改め、同項第９号中「２４，４００円」

を「２５，９００円」に、「２９，４００円」を「３０，９００円」に改め、同項第１０

号中「２６，２００円」を「２９，１００円」に、「３１，２００円」を「３４，１００

円」に改め、同項第１１号中「２８，０００円」を「３２，３００円」に、「３３，００

０円」を「３７，３００円」に改め、同項第１２号中「２９，８００円」を「３５，５

００円」に、「３４，８００円」を「４０，５００円」に改め、同項第１３号中「３１，

６００円」を「３８，７００円」に、「３６，６００円」を「４３，７００円」に改め、

同条第４項各号列記以外の部分中「の職員」の右に「（次項に掲げる職員を除く。）」を加

え、同項各号列記以外の部分中「第１９条の３」を「前条」に改め、同条第６項中「第

５項」を「前項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項第１号中「前３項」を「第

２項から第４項まで（前項に掲げる職員（以下「駐車場等利用職員」という。）にあって

は、第２項及び前項）」に、「及び前２項に掲げる額」を「並びに第３項及び第４項に掲

げる額（駐車場等利用職員にあっては、１箇月当たりの運賃等相当額及び前項に掲げる

額）」に改め、「額）」の右に「の範囲内において別に定める額」を加え、同項第２号中「２，



０００円」を「第３項（駐車場等利用職員にあっては、前項）に掲げる額」に改め、同

項第３号中「２，０００円」を「第３項（駐車場等利用職員にあっては、前項）に掲げ

る額」に、「前２項」を「第３項及び第４項（駐車場等利用職員にあっては、前項）」に

改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 条例第４条の２第２号の職員のうち、前条に規定する原動機付自転車及び自動車

のほか、管理者が特に承認する交通の用具の駐車のための施設その他の場所で別に

定めるもの（以下「駐車場等」という。）を利用し、その利用に係る料金（以下「駐

車場等料金」という。）を負担することを常例とする職員（別に定める職員を除く。） 

第３項に掲げる額及び５，０００円を超えない範囲内で１箇月当たりの駐車場等料

金に相当する額として別に定める額の合計額 

  第１９条の５第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第２号中「若しく

は通勤方法」を「、通勤方法若しくは利用する駐車場等」に改め、「変更し」の右に「、

駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し」を、「額」の右に「若しくは駐車場等の料金」

を加える。 

  第１９条の６第１項第２号中「及び第３項」を「、第３項及び第４項（駐車場等利用

職員にあっては、同条第２項及び第５項）」に改め、「第４項」の右に「（駐車場等利用職

員にあっては、１箇月当たりの運賃等相当額及び同条第５項）」を加える。 

  第１９条の７第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第２号中「若しく

は通勤方法」を「、通勤方法若しくは利用する駐車場等」に改め、「変更し」の右に「、

駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し」を、「運賃等の額」の右に「若しくは駐車場

等の料金」を加え、同条第２項第１号中「合計額」の右に「又は１箇月当たりの運賃等

相当額及び同条第５項に掲げる合計額」を加える。 

  第１９条の８第２項中「京都市上下水道局職員市内出張旅費支給規程第２条に規定す

る市内」を「本市内（本市の区域内をいう。ただし、区域外であっても局の施設及びこ

れに準じる箇所を含む。）」に改める。 

  第１９条の１０第１項第１号中「次号」を「第３号ア及び次項第１号」に改め、同項

第２号を次のように改める。 

  ⑵ 前号に掲げる職員に該当しない職員のうち、本市の区域内に存する住宅（自ら新

築し、又は購入した住宅で、自ら居住するものに限る。）を所有しているもの（別に

定めるこれに準じるものを含む。） 



  第１９条の１０第１項に次の１号を加える。 

  ⑶ 第１９条の８第１項の規定により単身赴任手当の支給を受ける職員であって、次

のいずれかに該当するもの 

   ア 配偶者が居住するための住宅（公舎その他別に定める住宅を除く。）を借り受け、

月額１２，０００円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上

必要があると認められるものとして別に定めるもの 

   イ アに掲げる職員に該当しない職員のうち、本市の区域内に存する住宅（自ら新

築し、又は購入した住宅で、配偶者が居住するものに限る。）を所有しているもの

（別に定めるこれに準じるものを含む。）又はこれらのものとの権衡上必要があ

ると認められるものとして別に定めるもの 

  第１９条の１０第２項各号列記以外の部分中「（当該各号」を「（第１号及び第３号」

に、「、当該各号」を「これらの号に掲げる額の合計額、第２号及び第３号のいずれにも

該当する職員にあってはこれらの号」に改め、同項第１号ア及びイ以外の部分中「相当

する額」の右に「（本市の区域内に存する住宅を借り受けている職員にあっては、当該額

に３，０００円を加算した額）」を加え、同項第２号を次のように改める。 

  ⑵ 前項第２号に掲げる職員 １０，５００円 

  第１９条の１０第２項に次の１号を加える。 

  ⑶ 前項第３号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 

   ア 前項第３号アに掲げる職員 第１号の規定の例により算出した額の２分の１に

相当する額（その額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

   イ 前項第３号イに掲げる職員 ５，２００円 

第１９条の１０第３項中「前２項」を「前各項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 一の職員が第１項第２号又は第３号イの規定により住居手当の支給を受けること

ができる期間は、一の住居につき６０月を限度とする。この場合において、職員と

別に定める者とが同一の住居について住居手当の支給を受けたときは、これらの者

を一の職員とみなす。 

  第３７条の６第２項本文中「５，４００円」を「５，７００円」に改める。 

  第３７条の１０第１項第２号中「休日等以外の日の午前０時から」を「午後１０時か

らの翌日の」に改め、「の間」の右に「（休日等に含まれる時間を除く。）」を加え、同



条第２項各号列記以外の部分中「掲げる額」の右に「（前項各号の勤務に従事する時間

を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」

を加え、同項第１号中「（当該勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっ

ては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。 

 第４８条中「別に」を「管理者が」に改める。 

 附則第７項を次のように改める。 

７ 削除 

（京都市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正） 

第２条 京都市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程（令和５年３月３１日京都

市上下水道局管理規程第２９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第５項中「第１９条の４第６項」を「第１９条の４第７項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中京都市上下水道局職

員給与規程第３７条の１０の改正規定は令和９年４月１日から施行する。 

（施行日前から駐車場等を利用している職員の届出） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）前から駐車場等（この規程による改正

後の京都市上下水道局職員給与規程（以下「改正後の規程」という。）第１９条の４第５

項に規定する駐車のための施設その他の場所で別に定めるものをいう。）を利用してい

る職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において改正後の

規程第１９条の４第５項の職員たる要件を具備するに至ったものは、同規程第１９条の

５第１項の規定の例により、その実情を届け出なければならない。 

（適用区分） 

３ 改正後の規程第１９条の１０第１項第２号及び第３号イの規定は、平成２８年４月１

日以後に本市の区域内に存する住宅を自ら新築し、又は購入した職員について適用する。 

（住居手当に関する経過措置） 

４ 改正後の規程第１９条の１０第３項の規定の適用については、同項に規定する６０月

の期間には、京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程（平成２８年３月

３１日京都市上下水道局管理規程第１４号）附則第９項若しくは第１２項の規定により

なおその効力を有するものとされる同規程第１条の規定による改正前の京都市上下水



道局職員給与規程第１９条の１０又は京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正

する規程（令和７年３月３１日京都市上下水道局管理規程第１６号）附則第５項（京都

市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程（令和５年３月３１日京都市上下水

道局管理規程第２９号）附則第６項の規定によりみなして適用する場合を含む。）の規定

により住居手当の支給を受けた期間を含むものとする。 

（その他の経過措置） 

５ 第２項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、

京都市公営企業管理者上下水道局長が定める。 

（上下水道局総務部職員課） 


